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赤下線    は、中間見直しによる追加・変更箇所 

・環七通り、環八通りでは慢性的に混雑が発生。
・都内でのワースト50交差点に、区内の11箇所

の交差点が該当（平成24年（2012年）と比べ
て3箇所増加）。

・区内駅周辺の放置自転車台数は減少傾向。
・区内６駅７箇所にコミュニティサイクル・レン

タサイクルポートがあり、このうち５箇所の
ポートではコミュニティサイクルを導入。

・無電柱化など、安全で快適な歩行空間の整備を
進めている。

・区では「ゾーン30」を12区域で導入済み。
・区内から区内への移動は徒歩、二輪車が多く、

バスが増加傾向。
・区内から区外への移動は鉄道、自動車が多く、

鉄道が増加、自動車は減少傾向。
・区内の高齢者が関わる交通事故件数は増加。
・区内の自転車が関わる交通事故件数は、近年増

加傾向。
災害 ・鉄道等の運行停止による帰宅困難者、駅前滞留

者が発生することが想定されている。
・区の温室効果ガス排出量は減少傾向。
・区では平成29年（2017年）に燃料電池自動車

を公用車に導入。「移動式水素ステーション」
を開設。

・超小型モビリティ、パーソナルモビリティ活用
の実証実験に協力

自動車交通

自転車

歩行空間

移動の傾向

交通事故

環境

交通まちづくり基本計画（中間見直し）・交通まちづくり行動計画 概要版（素案） 

たたき台（案） 

構成 交通まちづくり基本計画（中間見直し） 

 第１章 概要          第２章 交通の動向と課題 

 第３章 方針          第４章 施策体系 

 交通まちづくり行動計画 

第１章 概要 

１-１ 目的 
「世田谷区交通まちづくり基本計画」は、区の将来

像を展望しつつ、誰もが安全で快適に移動できる交通

体系や交通サービスの確立を目指して、区の交通に関

わる施策の基本方針として策定するものです。 

また「世田谷区交通まちづくり行動計画」は、交通

まちづくり基本計画の実現に向けた具体的な取り組み

を示すものです。 
 

１-２「交通まちづくり」とは 
交通は街づくりの重要な要素のひとつであり、交通

に関わる施策や事業は、区内全域のネットワークと、

地域に即して進められている街づくりを踏まえ、総合

的に行われることが重要です。また、区民、交通事業

者、区などの関係者が協力・連携して、交通問題に取

り組んでいく必要があります。ここでは、このような

取り組みを、「交通まちづくり」と定義します。 
 

１-３ 位置づけ 
「世田谷区交通まちづくり基本計画」は、世田谷区

街づくり条例（平成７年（2013 年）条例第 17 号）第

10 条を根拠とし、「都市整備方針」に定める街づくり

に関わる目標を実現するため、分野別整備方針として

策定するものです。 

また「交通まちづくり行動計画」は、上記「交通ま

ちづくり基本計画」に示されている各施策に応じた年

次ごとの事業実施の内容を具体的に示すものです。 

交通まちづくり基本計画（中間見直し） 

１-４ 中間見直しの背景 
区では、平成 14 年（2002 年）９月に「世田谷区交

通まちづくり基本計画」を定め、以後、改定を重ねてき

ました。 

平成 27 年度（2015 年度）には 10 年後を見据えた、

新たな「世田谷区交通まちづくり基本計画」（以下、本

計画）を策定しました。さらに平成 28 年（2016 年）

６月には、この計画の実現に向けた具体的な取り組みを

示した「世田谷区交通まちづくり行動計画」（以下、行

動計画）を策定しました。 

平成 27 年度（2015 年度）に策定した本計画につい

て、策定から５年が経過したことから、平成 27 年度

（2015 年度）以降の社会情勢の変化、関連上位計画の

動向、施策・事業の進捗状況などを踏まえ、本計画の中

間見直しを行い、後期行動計画と合わせて、策定するも

のです。 
 

１-５ 中間見直しの視点 
①法令や国・都の上位計画との整合 

②超高齢社会の到来を見据えた、高齢者や障害者、子育

て世帯などをはじめ、誰もが円滑に移動できるよう

な交通環境づくり 

③公共交通不便地域対策などにおける区民、交通事業者

と連携した取り組みの推進 

④近年の交通をとりまく技術（ＩＣＴ（情報通信技術））

などの進展に対応 
 

１-６ 目標年度 

本計画は、当初計画期間（平成 27 年度（2015 年度）

～令和６年度（2024 年度））の後半５ヵ年を対象とし、

目標年度を令和６年度（2024 年度）とします。 
 

１-７ 対象とする交通手段 
本計画は、主に人の移動に関わる事柄について、公共

交通、自家用車、自転車、徒歩などを対象にしています。 

また、本計画における「公共交通」は、鉄道、バス、

タクシーに加えて、カーシェアリング、コミュニティサ

イクル（がやリン）など、不特定多数の利用者を対象と

した公共的交通サービスを含めたものとして定義して

います。 

 

 

（令和２年度（2020 年度）～令和６年度（2024 年度）） 

世田谷区基本構想

道づくりプラン

など

交通まちづくり

基本計画

自転車等の利用に

関する総合計画

都市整備方針
（都市計画マスタープラン）

基本計画

新実施計画

関連する主な法令

・上位計画など

（交通政策基本法、都市計

画法、道路法など）

各分野の個別計画

分野別

交通まちづくり

行動計画

第２章 交通の動向と課題 

２-１ 交通に関わる区の現況・国内の社会動向・区民ニーズ 

２-１-１ 交通まちづくりに関わる取り組みの状況【追加】 

本計画の
６つの方針

・サイクルマップを配布するとともに、まちなか
観光でサイクルマップを活用。

・放置自転車防止の啓発。
・新たな自転車安全利用推進員の育成を推進。
・小・中学校向けや一般向けの交通安全教室を開

催。
・子育て世帯、区内大学、区内事業者向けの自転

車安全講習会を実施など。
・緑道の整備（改修）を推進。
・区ホームページを活用した観光マップ集等の紹

介、歩行空間ネットワークの観光ホームページ
及び観光アプリへの反映を実施。

・ユニバーサルデザインによる歩行空間を整備。
・はみ出し看板・商品などの是正。
・交通安全の啓発活動を推進。
・ゾーン30の導入取組み支援、通学路防犯カメラ

の設置を実施など。
・遮熱性舗装を整備。
・道路緑化等を推進。
・公共交通機関の利用を促進。
・自転車の利用を促進など。
・燃料電池自動車を公用車に導入。移動式水素ス

テーションを開設。
・超小型モビリティの試験運行を実施。
・エコドライブ、カーシェアリングなどについて

の情報を発信。

歩行空間の
整備

環境負荷の
低い交通手
段の利用促

自動車交通
における環
境負荷の軽
減

自転車利用
環境の向上
（続き）

交通まちづくりに関わる主な取り組み

※この表の「本計画の６つの方針」は、世田谷区交通まちづくり基本計画（平成 27 年度（2015 年度）～令和６年度（2024 年度））

（平成 27 年（2015 年）３月）に示された６つの方針です。 

２-１-２ 区の現況【時点更新】 

 ・23区内で最も多く、90万人を超える。
・人口は増加傾向。高齢者人口と年少人口も一貫

して増加。
・生産年齢人口は令和20年（2038年）まで増加

傾向。その後減少に転じる見込み。
・東西に鉄道が発達。南北方向はバスに依存。
・鉄道駅やバス停から離れた、公共交通不便地域

が残存する（19.7％）。
・開かずの踏切が43箇所あり、京王線連続立体交

差事業の完了までに、区内23箇所の踏切が解消
される予定。

・ホームドア整備済みの駅は41駅中11駅（令和
元年（2019年）６月現在）。

・路線バスは81路線、その内コミュニティバスは
10路線運行。

・輸送人員、年間走行距離は、近年増加傾向。
タクシー ・一部のタクシー会社は、ユニバーサルデザイン

タクシー（UDタクシー）、出産支援タクシー
（陣痛タクシー）、子育て支援タクシー等の
サービスを導入。

・道路率（単位面積あたりの道路面積の割合）は
14.2％であり、23区内中19番目。

・区が管理する160の橋梁のうち、経過30～59年
は78橋（49.0％）、経過60年以上は26橋
（16.3％）を占める。

人口

公共交通不
便地域

鉄道

バス

道路

本計画の
６つの方針

・バリアフリー経路の充実に向け、鉄道事業者へ
の働きかけを実施。

・ホームドアの整備を促進。
・駅前広場、自転車通行空間、歩道、無電柱化、

道路の整備を推進。
・新規バス路線の導入を実施。
・既存バス路線の運行時間帯等の拡充に向けた働

きかけを実施
・バス停留所施設の整備を促進。
・ユニバーサルデザインタクシーの普及を促進。
・公共交通不便地域対策の調査・検討を推進。
・帰宅困難者対策を実施。
・小田急電鉄小田原線、京王電鉄京王線の連続立

体交差事業を促進。各事業に伴う駅周辺まちづ
くりを推進。

・小田急線上部利用計画区域内における道路、緑
地・小広場の整備等を推進。

・世田谷ナンバー等を活用した交通安全啓発活動
を実施など。

・新たな自転車等駐車場整備を検討。
・自転車等駐車場の整備、開設。
・大規模店舗等へ自転車等駐車場の整備を指導。
・新たなコミュニティサイクルシステムの導入を

検討。
・三軒茶屋中央コミュニティサイクルシステムを

開始。

交通ネット
ワークの充
実

交通まちづくりに関わる主な取り組み

円滑な道路
交通の確保

自転車利用
環境の向上

別紙２ 
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第２章 交通の動向と課題（続き） 

２-１-３ 国内の社会動向【更新】 ２-１-５ 区民ニーズ 

・超高齢社会への対応 

・訪日外国人旅行者・外国人住民への対応 

・交通の担い手確保の重要性 

・自然災害対策の重要性の高まり 

・環境志向の高まり 

・自動車だけでなく人も重視した道づくり 

・交通手段の多様化 

・ＩＣＴ（情報通信技術）と交通との融合 

・自動運転車への期待の高まり 

・多様なニーズへのタクシーの対応 

２-１-４ 交通に関わる法令、上位計画 

○区の上位計画 

・世田谷区基本構想（H25（2013）.９） 

・世田谷区基本計画（H26（2014）.３） 

・世田谷区都市整備方針 第一部「都市整備の基本方針」（H26

（2014）.４） 

○交通まちづくりに関わる主な法令、計画【更新】 

 ・交通政策基本法（H25（2013）.12、国） 

・都市再生特別措置法等の一部改正（H26（2014）.８、国） 

・東京都帰宅困難者対策条例（H25（2013）.４、東京都）、東

京都帰宅困難者対策実施計画（H24（2012）.11、東京都） 

・世界一の都市にふさわしい利用者本位の交通体系を目指して

（H27（2015）.１、東京都） 

・都市づくりのグランドデザイン（H29（2017）.９、東京都） 

・道路交通法の改正（H27（2015）.６、H29（2017）.３、国） 

・自転車活用推進法（H29（2017）.５、国）、自転車活用推進

計画（H30（2018）.６、国） 

・ユニバーサルデザイン 2020 行動計画（H29（2017）.２、国） 

・交通バリアフリー基準及び公共交通機関の移動等の円滑化整

備ガイドラインの改正（H30（2018）.３、国） 

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一

部改正（H30（2018）.５、国） 

※世田谷区民意識調査 2014（平成 26 年（2014 年）５月実施）

～2018（平成 30 年 5 月実施）、区政モニターアンケート結果

（平成 30 年 9 月実施）より 

２-２ 交通に関わる区の課題 

交通まちづくりに関わる取り

組みの検証結果や、区の交通に関

わる現状やニーズ、上位計画、社

会動向などから、交通に関わる課

題を整理しました。 

第３章 方針 

３-１ 交通まちづくりの理念 

誰もが快適に安全・安心な移動ができる世田谷 
～様々な交通手段を活用した、区民が参画する交通まちづくり～ 

３-２ ３つの目標 

※３つの目標に優先順位

はなく、それぞれが相

互に関係しています。 

１. 便利で円滑な移動 

総合的な交通ネットワークの充実や、誰もが移動しやすく
人々の交流を促進する交通環境の確保により、便利で円滑
な移動を目指します。 

２. 安全・安心な移動 ３. 環境に配慮した移動 

歩行者と自転車の移動環境の確保や交通安全啓発の推進に
より、安全・安心な移動を目指します。 

環境に配慮した道路整備の推進や自転車や公共交通など環
境負荷の低い交通手段の利用促進、自動車交通における環
境負荷の軽減により、環境に配慮した移動を目指します。 

３-３ ６つの方針 

方針 1.1：交通ネットワークの充実 

・鉄道やバス、タクシー等の交通ネットワークの充実を図り、誰もが利用しやすい交通体系の実現を図ります。 

方針 1.2：誰もが移動しやすく、人々の交流を促進する交通環境の確保 

・誰もが気軽に移動できるよう、交通機能の充実やユニバーサルデザイン化を推進し、移動環境の向上を図りま

す。 

目標１：便利で円滑な移動 

目標２：安全・安心な移動 

方針 2.1：歩行者と自転車の移動環境の確保 

・安全な歩行空間や自転車通行空間の確保により、歩行環境や自転車利用環境の向上を図ります。 

方針 2.2：交通安全啓発の推進 

・誰もが安全・安心に移動できるように、交通ルールの遵守やマナーの向上を図り、交通安全啓発を推進します。 

目標３：環境に配慮した移動 

方針 3.1：環境負荷の低い交通手段の利用促進 

・自家用車への過度な依存を減らすため、環境負荷の低い公共交通、自転車、徒歩などの交通手段の利用促進を

図ります。 

方針 3.2：自動車交通における環境負荷の軽減 

・自動車によって生じる環境負荷を軽減するため、円滑な自動車交通の確保や環境に配慮した次世代自動車の普

及を図ります。 

３-４ 推進のための視点 

交通まちづくりの目標の実現に向けて、以下の３つの視点で取り組みます。 

この視点は、交通まちづくりの取り組み全体に関わります。 

○区民の参画 

 

 

・誰もが利用しやすい交通手段・サービスの充実 

・高齢者が健康に生活できるまちづくり（移動手段の確保、外出の促進） 

・公共交通が不便な地域における移動環境の改善 

・交通ネットワークの充実 

・開かずの踏切の解消 

・バスの利便性の向上 

・多様なニーズに対応するタクシーの利便性の向上 

・道路整備の推進 

・災害時における帰宅困難者対策 

・交通分野における災害時への対応など 

・歩行空間ネットワークの形成 

・ユニバーサルデザイン化の推進（歩行空間・心のバリアフリー） 

・自転車走行空間の整備 

・適切な駐輪スペースの整備・確保 

・歩行者、自転車、自動車運転者に対する交通安全への取り組み 

・自転車走行ルール遵守・マナーの向上など 

 

・環境負荷の低い交通体系づくり 

・新たな交通手段や環境に配慮した次世代自動車の普及促進 

課題 対策の方向性 

１．円滑に移動できる自動車交

通・公共交通などの確保が

必要 

 

 

２．安全に安心して移動でき

る、歩行空間、自転車利用

環境及び交通安全への取

り組みが必要 

 ３．環境に配慮した交通手段・

仕組みが必要 

区や交通事業者は、公共交通の充実や維持・確保に努めるとともに、区民は積極的な公共交通の利用や必要に

応じて区民が主体となり交通手段の確保に努めるなど、超高齢社会の進展に向けてそれぞれの役割を踏まえ、知

恵や力を出し合い協力・連携します。 

○ユニバーサルデザイン 
共生社会の実現に向けて、誰もが快適に安全・安心な移動ができるように配慮して取り組みます。 

○災害時への対応 
平常時の取り組みが災害への備えになることから、災害時も考慮して、それぞれの取り組みを交通事業者や区

民と協力・連携して進めます。 

・平成29年度（2017年度）では、「道路
が狭くて危険」は世田谷東部、世田谷西
部、北沢東部、北沢西部、砧北部、砧南
部の６つの地域で１位となっている。

・「車など交通が激しい」は玉川北部、玉
川西部の２つの地域で、「電車の踏切が
なかなか渡れない」は玉川南部と烏山の
２つの地域で１位となっている。

・鉄道：車内が混雑している、ホームドア
がないなど

・バス：運行便数が少ない、運賃が高いな
ど

・自動車：道路幅が狭い、車道を走る自転
車が危ないなど

・自転車：自転車が道路のどこを走るかわ
かりにくい、駅のすぐ近くに駐輪場がな
い・少ないなど

・道路：歩道が狭い・ない、自転車が歩道
を走るため危ないなど

・「相手が『歩きスマホ』をしていたせい
で、危ない思いをしたことがある」方が
6割近く。

・「歩行時に自転車とぶつかった、あるい
はぶつかりそうになったことがある」方
が6割を超える。

・これからの区の交通施策：自転車走行空
間環境の整備、開かずの踏切解消、歩行
者空間の整備、公共交通不便地域での住
民主体による新たな移動手段の導入など

・防災面からの区の交通施策：電線類の地
中化促進、帰宅困難者対策など

地域における日
常生活での困り
ごと

交通手段別にみ
る不便を感じて
いること

交通面での区民
の意識

これから区が力
を入れるべき交
通施策
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目標 方針
施策
番号

施策

① ユニバーサルデザインによる公共
交通の取組みの促進

・鉄道駅のバリアフリー経路確保、鉄道駅ホームにおける旅客の転
落防止対策（ホームドアなど）の整備の促進

② ユニバーサルデザインによる歩行
空間の取組みの推進

・ユニバーサルデザインによる歩行空間の整備推進

③ 「心のバリアフリー」の推進 ・「心のバリアフリー」の区民への普及啓発
① 地域の交通の拠点の充実 ・三軒茶屋、下北沢、二子玉川駅周辺地区を交通の拠点として充実
②

③

④

⑤

⑥

⑦

・歩道、地先道路、緑道などのネットワーク化
・歩行空間ネットワークなどの発信検討、観光ホームページ及び観

光アプリへの反映促進
② 休憩場所の充実 ・休憩場所の充実、情報提供の推進

・「がやリン」の普及推進、民間シェアサイクルとの連携の検討
・ポートの新設の検討、既存施設の改修や維持管理
・サイクルマップの配布など
・UDタクシーや子育て支援タクシーなどの導入、利用者への情報提

供について、タクシー事業者への働きかけ
・福祉移動サービスの利用促進
・公共交通不便地域対策の検討に基づく取り組み

② 新たな交通サービスの活用の検討 ・自動運転車など、将来の交通サービスの活用や支援について検討

1.2.1 ユニバーサルデザイ
ンに基づく取組みの
推進

目標1．
便利で円
滑な移動

鉄道駅の利便性の向上（1.1.1①の再掲）
バス路線網の充実（1.1.3①の再掲）
タクシーの利便性の向上（1.1.4①の再掲）
自転車ネットワーク形成に向けた自転車通行空間の整備（1.1.5①の再掲）
道路の新設・拡幅整備及び維持・管理の推進（1.1.6①の再掲）
連続立体交差化の促進（1.1.7①の再掲）

1.2.2 活力ある街づくりの
ための交通機能の充
実

1.2.4 公共交通が不便な地
域における移動環境
の改善

1.2 誰もが移
　  動しやす
　  く、人々
　  の交流を
　  促進する
　  交通環境
　  の確保

外出を支援する交通サービスの充
実

④

内容 施策事業の詳細

歩行空間ネットワークの整備①

コミュニティサイクル・レンタサ
イクルの活用・充実

③

人々の外出と交流を
促進する交通環境の
充実

1.2.3

地域の実情に合った交通手段の検
討・導入

①

第４章 施策体系 

 【方針 1.1】交通ネットワークの充実  

公共交通の利用環境の整備、南北方向の公共交通の強化、バスのネットワークや運行サービスの充実、タクシー

利用環境の整備、災害時における公共交通の連携体制の構築などにより、鉄道、バス、タクシーなどの交通ネット

ワークの充実を図ります。 

  【方針 1.2】誰もが移動しやすく、人々の交流を促進する交通環境の確保 

ユニバーサルデザインに基づく取り組みの推進、活力あるまちづくりのための交通機能の充実、人々の外出と交

流を促進する交通環境の充実、公共交通が不便な地域における移動環境の改善を図ることにより、誰もが移動しや

すく、人々の交流を促進する交通環境を確保します。 

  【方針 2.1】歩行者と自転車の移動環境の確保 

歩行空間の整備、ユニバーサルデザインに基づく取り組みの推進、自転車利用環境の整備により、歩行者と自転

車の移動環境を確保します。 

目標 方針
施策
番号

施策

・都市計画道路、主要生活道路における歩車分離対策の推進
・既存道路の歩車道分離、歩道の改良整備の推進
・生活道路における通過交通の流入抑制、自動車の走行速度抑制
・通学路などの安全確保の推進

③

④ はみ出し看板・商品などの是正 ・放置自転車やはみ出し看板・商品などの是正
⑤ 無電柱化の推進 ・無電柱化整備の推進

2.1.2

2.1.3

内容 施策事業の詳細

目標２.
安全・安
心な移動

2.1 歩行者と
　  自転車の
　  移動環境
　  の確保

2.1.1 歩行空間の整備

歩行空間ネットワークの整備（1.2.3①の再掲）

ユニバーサルデザインに基づく取組みの推進（1.2.1①～③の再掲）

自転車利用環境の整備（1.1.5①～③の再掲）

安全性の確保に向けた取り組みの
推進

都市計画道路、主要生活道路の歩
道整備

②

①

  【方針 2.2】交通安全啓発の推進 

幼児から高齢者までライフステージに応じた段階的かつ体系的な交通安全啓発を推進します。このうち、区内で

は 20～40 歳代の自転車事故、および高齢者が関係した交通事故が特に多いため、これらの世代に対して、交通安

全啓発の重点的な取り組みを行います。 

  【方針 3.1】環境負荷の低い交通手段の利用促進 

鉄道利用環境の整備、南北方向の公共交通の強化、バス利用環境の整備、環境対策の充実、歩行空間の整備、自

転車利用環境の整備、環境対策の充実により、環境負荷の低い交通手段の利用を促進します。 

目標 方針
施策
番号

施策

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5
・区民と連携した自家用車の利用抑制
・環境にやさしい公共交通や自転車の利用を促進するためのPR

② 環境に配慮した道路整備の推進 ・歩道内の緑化や遮熱性舗装の整備など

環境負荷の低い交通の利用の促進①

内容 施策事業の詳細

目標3．
環境に配
慮した移
動

3.1 環境負荷
　  の低い交
　  通手段の
　  利用促進

鉄道利用環境の整備（1.1.1①の再掲）

南北方向の公共交通の強化（1.1.2①～③の再掲）

バス利用環境の整備（1.1.3①～④の再掲）

歩行空間の整備（2.1.1①～⑤の再掲）

自転車利用環境の整備（1.1.5①～③の再掲）

3.1.6 環境対策の充実

  【方針 3.2】自動車交通における環境負荷の軽減 

円滑な自動車交通の確保、道路と鉄道の立体化の促進、新しい自動車利用の取り組みの促進により、自動車交通

における環境負荷の軽減を図ります。 

目標 方針
施策
番号

施策

3.2.1

3.2.2
① 環境負荷の低い自動車の利用促進 ・エコカーの導入促進、超小型モビリティなどの普及啓発
② 自動車利用の新しいあり方の普及

啓発の促進

・カーシェアリングやエコドライブなどの普及啓発

内容 施策事業の詳細

目標3．
環境に配
慮した移
動

3.2 自動車交
　  通におけ
　  る環境負
　  荷の軽減

円滑な自動車交通の確保（1.1.6①、②の再掲）

道路と鉄道の立体化の促進（1.1.7①の再掲）

3.2.3 新しい自動車利用の
取り組みの促進

※ ： 再掲の項目
※   ：再掲の項目 

交通まちづくり行動計画 

「交通まちづくり基本計画」で示した各施策について、令和２年度（2020 年度）から５カ年間の年度ごとの具体

的な取り組みを示しています。 

目標 方針
施策
番号

施策

1.1.1 鉄道利用環境の整備 ① 鉄道駅の利便性の向上 ・交通結節機能の強化、乗換案内情報の充実
① エイトライナーの導入促進 ・実現に向けた都や関係区との連携
② 南北方向のバス路線網の充実 ・既存バス路線の再編、新規バス路線の導入の促進
③ 南北方向を結ぶコミュニティサイ

クルの活用・充実
・コミュニティサイクルの活用・充実

・新規路線の導入・既存路線の活用の検討
・環境負荷に配慮した車両の導入促進

② バス走行空間の確保 ・道路整備の推進
③ バス路線維持に向けた取り組みの

推進
・バス事業者と連携した区民への利用促進PRの実施

④ バス停留所施設の整備 ・バス停ベンチ・上屋設置、運行情報提供装置など整備の働きかけ
・ICTなどを活用した利便性向上への取り組みの検討
・サービスの質向上の働きかけ

① 自転車ネットワーク形成に向けた
自転車通行空間の整備

・自転車専用通行帯や自転車走行帯（ブルーゾーン）、自転車走行
位置表示（ナビライン）などの設置の推進

・自転車等駐車場の整備、利用の誘導、既存施設の有効活用
・鉄道事業者へ自転車等駐車場設置の働きかけ
・店舗への自転車等駐車場の附置義務など
・駅周辺の自転車等放置禁止区域の指定、放置自転車の撤去
・自転車の放置防止の啓発

① 道路の新設・拡幅整備及び維持・
管理の推進

・道路整備、交差点改良の実施、区道の舗装更新、橋梁の修繕

・交通管理者に対して路上駐車対策を働きかけ
・荷捌きスペースの設置の促進
・自動二輪車駐車場について、民間の整備の誘導・促進
・自動運転車の実証実験の支援に向けた検討
・実証実験場所の提供に向けた検討
・道路と鉄道の連続立体交差化の促進（京王電鉄京王線など）
・踏切について、東京都、鉄道事業者などと連携した取り組みの推

進
・小田急電鉄小田原線、京王電鉄京王線の駅周辺の街づくり
・下北沢駅を中心とした歩行者空間の創出など
・交通事業者や区民との協力・連携のあり方の検討
・被災状況や鉄道・バスの運行状況の収集・発信方法などの検討
・交通事業者と連携して避難マップなどの作成の検討

② 帰宅困難者対策の実施 ・都、交通事業者との連携による帰宅困難者対策

交通事業者や区民との協力連携体
制のあり方の検討

①

1.1.6

駅周辺の街づくり、駅前広場など
の整備

連続立体交差化の促進

②

①道路と鉄道の立体化
の促進

1.1.7

自動運転車の導入促進

路上駐車対策の促進

③

②

円滑な自動車交通の
確保

タクシー利用環境の
整備

タクシーの利便性の向上

1.1.5 自転車利用環境の整
備

③ 自転車の放置対策の推進

内容 施策事業の詳細

目標1．
便利で円
滑な移動

1.1 交通ネッ
　  トワーク
　  の充実

1.1.2 南北方向の公共交通
の強化

1.1.3 バス利用環境の整備

1.1.8 災害時における公共
交通の連携体制など
の構築

自転車等駐車場、公共施設・商業
施設の自転車等駐車場スペースの
確保

②

バス路線網の充実①

1.1.4 ①

目標 方針
施策
番号

施策

・「交通安全宣言都市せたがや」区民のつどい、交通安全運動など
・高齢者に対する交通安全啓発の推進
・「歩きスマホ」防止啓発活動の推進
・小・中学校などでの交通安全教室の開催
・20～40歳代の区民に対する自転車安全利用啓発の推進

② 「自転車安全利用推進員」の育
成・支援

・「自転車安全利用推進員」の育成・支援

・区民交通傷害保険（自転車賠償責任プラン）の普及促進
・自転車損害賠償保険の加入促進
・警察と連携し、運転免許の自主返納の促進
・シルバーパスの発行手続きの周知、様々な交通サービスの周知啓

発、公共交通不便地域対策への取り組み

交通安全教室の開催①2.2 交通安全
　  啓発の推
　  進

内容 施策事業の詳細

2.2.1目標２.
安全・安
心な移動

運転免許の自主返納の促進

自転車の保険加入の促進

④

③

交通安全への取組み
の推進


